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●「
障
害
者
の
権
利
法
」が
成
立

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
長
年
に
わ
た
る
内
戦

と
孤
立
を
克
服
し
て
国
際
社
会
に
復
帰

し
て
約
二
〇
年
、
よ
う
や
く
国
勢
調
査

も
全
土
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

障
害
者
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
。
国
際
的
に
は
「
障
害
者
の
権
利

条
約
」
に
署
名
し
、
国
内
法
も
整
備
さ

れ
つ
つ
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
障
害
者
を

取
り
巻
く
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
ま
た
今
後
の
課
題
は
何
か
、
現
地

調
査
に
も
と
づ
い
て
追
っ
た
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
人（
ク
メ
ー
ル
民
族
）の

あ
い
だ
で
は
仏
教
思
想
に
も
と
づ
い

て
、
障
害
は
前
世
の
悪
行
の
罪
果
と
考

え
ら
れ
、
こ
う
し
た
発
想
は
自
ず
と
障

害
者
に
対
す
る
蔑
み
の
温
床
と
な
っ
て

き
た
。
そ
の
た
め
二
〇
〇
二
年
の
国
際

障
害
者
デ
ー（
一
二
月
三
日
）で
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
障
害
は
、

罪
で
は
な
い
」、「
障
害
者
は
、
動
物
で

は
な
い
」
と
す
る
な
ど
、
障
害
者
に
対

す
る
差
別
の
是
正
が
従
来
か
ら
課
題
と

な
っ
て
き
た
。
他
方
で
、
障
害
と
は
何

か
、
と
い
う
意
識
調
査
に
お
い
て
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
は
、盲
、聾
、唖
、四
肢
の
欠

損
な
ど
の
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
自
体
を

「
障
害
」
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
他

方
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
北
東
部
ラ
タ
ナ
キ
リ

州
に
お
け
る
非
仏
教
徒
の
山
岳
少
数
民

族
は
、「
障
害（
者
）」
を
「
野
外
で
働

い
た
り
、
結
婚
で
き
な
い（
者
）」
と
捉

え
て
き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
お
い
て
は
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト

そ
の
も
の
を「
障
害
」、す
な
わ
ち
個
人

が
抱
え
る
問
題
と
し
て
捉
え
、
障
害
者

が
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
利
益
の
背

景
に
は
社
会
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
う

「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」が
広
範
な
理
解

と
支
持
を
得
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
。

● 

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
障
害
者

数
の
統
計

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
一
九
九
九
年
に
実
施

さ
れ
た
社
会
経
済
調
査
は
、
障
害
の
態

様
（
一
四
タ
イ
プ
か
ら
の
選
択
回
答
）

お
よ
び
原
因
（
七
タ
イ
プ
か
ら
の
選
択

回
答
）
に
つ
い
て
の
設
問
も
盛
り
込
ん

だ
。
そ
の
結
果
、全
人
口
の
一
・
五
一
％

を
障
害
者
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
行
わ
れ
た
人
口
保
健
調
査
に

お
い
て
も
、
障
害
者
の
割
合
を
全
人
口

の
一
・
六
％
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま

た
、
二
〇
〇
四
年
に
実
施
さ
れ
た
社
会

経
済
調
査
は
、
障
害
を
盲
、
聾
、
唖
、

運
動
機
能
障
害
、
感
覚
障
害
、
精
神
障

害
、
学
習
障
害
、
て
ん
か
ん
、
そ
の
他

の
九
つ
の
態
様
に
分
類
し
た
う
え
で

「
人
口
一
〇
〇
人
あ
た
り
四
人
が
障
害

者
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

態
様
別
の
障
害
者
数
と
し
て
対
人
地
雷

被
害
者
四
〜
五
万
人
、
ポ
リ
オ
の
後
遺

症
に
よ
る
障
害
者
六
万
人
、
聴
覚
障
害

者
三
〇
万
人
（
う
ち
重
度
一
三
万
人
）、

視
覚
障
害
者
一
四
万
四
〇
〇
〇
人
（
一

〇
万
人
は
五
〇
歳
以
上
）
が
存
在
す
る

と
い
う
研
究
者
の
指
摘
が
あ
る
。な
お
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
の
障
害
当
事
者
団
体

の
連
合
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
障
害
者
機
構
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
全
土

に
お
け
る
障
害
者
数
を
お
お
よ
そ
五
五

万
人
と
見
積
も
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
九
年
九
月
に
カ

ン
ボ
ジ
ア
国
立
統
計
研
究
所
は
、
二
〇

〇
八
年
に
実
施
し
た
最
新
の
経
済
社
会

調
査
の
結
果
と
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

全
人
口
に
占
め
る
障
害
者
の
割
合
は

一
・
四
四
％
で
あ
っ
た
と
発
表
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
地
元
紙
の
報
道
と
し
て

障
害
当
事
者
団
体
か
ら
、
第
一
に
、
障

害
の
態
様
に
つ
い
て
の
分
類
が
狭
い
結

果
、
多
く
の
障
害
者
が
統
計
上
障
害
者

と
見
な
さ
れ
な
い
、
第
二
に
、
全
人
口

に
占
め
る
障
害
者
の
割
合
が
前
回
の
調

査
に
比
べ
て
一
・
四
％
に
「
減
少
」
し

た
と
誤
解
さ
れ
か
ね
ず
、
国
際
機
関
や

各
国
政
府
か
ら
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
障
害
者

の
た
め
の
援
助
資
金
が
減
額
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
る
、
と
の
批
判
と
懸
念
が
表
明

さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
頻

繁
に
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
つ
ど
障
害
の
分

類
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
同

一
人
物
が
障
害
者
に
分
類
さ
れ
た
り
、

非
障
害
者
に
分
類
さ
れ
る
事
態
が
生
じ

て
お
り
、
障
害
者
の
増
減
や
障
害
の
態

特集

アジアの障害者立法
国連障害者権利条約への対応

実
効
的
な
権
利
保
障
の
実
現
が
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
カ
ン
ボ
ジ
ア
―

四
本
健
二



アジ研ワールド・トレンドNo.181 （2010. 10）13

実効的な権利保障の実現が課題 ―カンボジア―

様
・
原
因
別
の
動
向
の
正
確
な
経
年
変

化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
背
景
に
は
、
調
査
の
た
び
に
援
助
機

関
が
こ
と
な
っ
た
分
類
基
準
を
提
案
し

て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
国
立

統
計
研
究
所
が
統
一
し
た
分
類
基
準
の

採
用
を
求
め
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題

点
が
潜
ん
で
い
る
。

●
障
害
者
を
め
ぐ
る
行
政

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
障
害
者
行
政

を
所
管
す
る
官
庁
は
、
一
九
九
二
年
に

発
足
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
政
府
に
社

会
福
祉
・
労
働
・
退
役
軍
人
庁
が
設
置

さ
れ
て
以
来
、
概
ね
国
民
議
会
議
員
選

挙
の
つ
ど
に
そ
の
編
成
と
所
管
事
項
を

変
更
し
て
き
た
。
た
び
重
な
る
合
併
と

分
割
を
経
て
、
現
行
の
社
会
福
祉
・
退

役
軍
人
・
青
少
年
更
生
省
が
設
置
さ
れ

た
の
は
二
〇
〇
三
年
で
あ
る
。
ま
た
、

社
会
福
祉
・
退
役
軍
人
・
青
少
年
更
生

省
と
と
も
に
医
療
面
で
障
害
者
を
支
援

す
る
保
健
省
は
、
首
都
圏
に
八
カ
所
の

医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
を
擁

す
る
ほ
か
は
、
義
肢
・
装
具
の
製
作
、

義
肢
装
具
士
の
養
成
、
訓
練
は
民
間
団

体
に
委
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
育
・

青
少
年
・
ス
ポ
ー
ツ
省
は
本
省
に
障
害

児
と
少
数
民
族
出
身
者
の
教
育
を
所
管

す
る
特
別
教
育
局
を
お
き
、
二
〇
〇
八

年
に
は
「
障
害
児
教
育
に
関
す
る
国
家

政
策
」
を
発
表
し
、
公
立
学
校
に
お
い

て
す
べ
て
の
子
ど
も
が
等
し
く
教
育
を

受
け
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
可
能
な
か
ぎ
り
共
に
勉
強
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育

の
推
進
、
障
害
女
児
の
就
学
率
向
上
、

障
害
児
に
関
す
る
地
域
社
会
の
理
解
の

促
進
、
公
教
育
に
お
け
る
障
害
児
の
た

め
の
教
材
・
教
育
法
開
発
、
教
員
養
成

課
程
へ
の
点
字
、
手
話
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
の
配
置
お
よ
び
教
員
の
点
字
、
手

話
習
得
機
会
の
拡
大
を
打
ち
出
し
た
。

　
他
方
で
、
一
九
九
一
年
の
和
平
達
成

以
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
国
内
に
数
多

く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
設
立
さ
れ
、
多
岐
に
わ

た
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
障
害
者

に
か
か
わ
る
分
野
に
お
い
て
も
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
盲
人
協
会
、
聾
唖
者
開
発
計
画

な
ど
障
害
の
態
様
別
に
各
種
の
障
害
当

事
者
団
体
が
結
成
さ
れ
、障
害
の
予
防
、

医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ク
メ
ー

ル
標
準
手
話
の
開
発
、
職
業
訓
練
、
収

入
向
上
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で

は
行
政
機
関
、
障
害
当
事
者
団
体
と
も

に
資
金
、
人
材
の
面
で
脆
弱
で
あ
り
、

継
続
的
で
質
の
高
い
活
動
を
維
持
す
る

た
め
に
は
国
際
機
関
や
欧
米
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ

に
よ
る
協
力
が
欠
か
せ
な
い
、
と
い
う

問
題
を
抱
え
て
い
る
。

●
国
内
施
策
に
お
け
る
障
害
者

　
貧
困
の
削
減
と
国
民
の
生
活
水
準
の

向
上
が
急
務
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
和

平
成
立
以
来
「
社
会
経
済
開
発
五
カ
年

計
画
」
な
ど
を
策
定
し
て
長
・
中
期
的

な
目
標
を
設
定
し
て
社
会
開
発
、
経
済

開
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
れ
ら
の

中
で
優
先
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
障
害
者
問
題
に
は
じ
め

て
焦
点
を
あ
て
た
の
が
「
地
雷
・
不
発

弾
被
害
者
を
含
む
障
害
者
国
家
行
動
計

画
」（
二
〇
〇
九
年
〜
二
〇
一
一
年
）

で
あ
る
。
こ
の
「
国
家
行
動
計
画
」
は
、

全
六
部
か
ら
な
る
が
、
と
り
わ
け
第
三

部
「
身
体
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

は
、
主
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
取
り
組
ん
で
き
た

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
に

依
拠
し
つ
つ
、
病
院
等
に
お
け
る
機
能

回
復
訓
練
の
拡
充
を
構
想
し
、
第
四
部

「
心
の
支
援
及
び
社
会
へ
の
再
統
合
」

は
、
障
害
に
起
因
す
る
心
的
外
傷
後
ス

ト
レ
ス
障
害
や
鬱
状
態
、
社
会
か
ら
の

疎
外
感
へ
の
対
処
の
重
要
性
に
着
目
し

て
心
理
面
の
支
援
を
拡
充
す
る
こ
と
を

謳
う
。
ま
た
、
第
五
部
「
経
済
的
再
統

合
」
は
、
障
害
者
の
生
活
水
準
の
向
上

に
裨
益
す
る
職
業
訓
練
機
会
お
よ
び
小

規
模
融
資
を
拡
充
し
、
障
害
者
雇
用
促

進
を
目
指
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
国
家
行
動

計
画
」は「
身
体
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
」
が
四
肢
に
障
害
を
も
つ
地
雷
・
不

発
弾
被
害
者
の
身
体
的
機
能
回
復
訓
練

を
前
提
と
し
て
い
る
点
な
ど
地
雷
・
不

発
弾
被
害
者
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、「
国
家
行
動
計
画
」
に

お
け
る
事
業
の
内
容
お
よ
び
到
達
目
標

は
、
機
能
回
復
訓
練
や
職
業
訓
練
な
ど

障
害
者
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
会
へ
の
接
近

を
求
め
て
い
る
反
面
、
障
害
者
の
公
務

員
就
任
を
制
限
す
る
公
務
員
通
則
法
の

改
正
に
言
及
し
て
い
な
い
点
や
障
害
者

雇
用
率
制
度
の
確
立
、社
会
の
バ
リ
ア
・

フ
リ
ー
化
を
強
調
し
て
お
ら
ず
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
社
会
が
障
害
者
に
歩
み
寄
る
こ

と
を
目
指
す
施
策
が
限
定
的
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

● 

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
法
的

枠
組
み

　
障
害
者
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
カ
ン
ボ

ジ
ア
政
府
は
、障
害
者
の
権
利
宣
言（
一

九
九
七
年
署
名
）、
障
害
者
世
界
行
動

計
画
（
一
九
八
二
年
署
名
）、
国
連
障

害
者
の
機
会
均
等
準
則
（
一
九
九
三
年

署
名
）、
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
一

〇
年
（
一
九
九
四
年
署
名
）
の
締
約
国

と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
二
〇
〇
七
年
に

「
障
害
者
の
権
利
条
約
」
お
よ
び
選
択

議
定
書
に
署
名
し
、
そ
れ
ら
の
批
准
を

目
指
し
て
い
る
。

　
他
方
、
国
内
の
立
法
動
向
に
目
を
転
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ず
れ
ば
、
現
行
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
憲

法
は
、
第
三
章
「
ク
メ
ー
ル
市
民
の
権

利
及
び
義
務
」
に
豊
富
な
人
権
カ
タ
ロ

グ
を
お
き
、
第
六
章
「
教
育
、
社
会
及

び
文
化
」
に
お
い
て
社
会
開
発
に
関
す

る
諸
規
定
を
も
つ
。
ま
た
、
同
憲
法
は

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
は
、
国
際
連
合
憲

章
、
世
界
人
権
宣
言
並
び
に
人
権
、
女

性
の
権
利
及
び
子
ど
も
の
権
利
に
関
す

る
条
約
及
び
協
定
が
定
め
る
人
権
を
保

障
し
、
尊
重
す
る
」（
第
三
一
条
）
こ

と
を
掲
げ
て
国
際
人
権
規
範
の
受
容
を

声
明
し
、「
ク
メ
ー
ル
市
民
は
、
法
の

下
に
平
等
で
あ
り
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、

性
、
言
語
、
信
条
、
宗
教
、
政
治
的
傾

向
、
門
地
、
社
会
的
地
位
、
財
産
そ
の

他
の
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
等
の
権

利
及
び
自
由
を
有
」（
同
条
第
二
項
）

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
に
続

く
各
論
的
条
項
は
い
ず
れ
も
障
害
者
に

も
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
教
育
、
文
化
及
び
社
会
」
に
関
す
る

第
六
章
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
が
教
育

を
受
け
る
権
利
（
第
六
五
条
）、
健
康

の
保
障
と
貧
困
者
に
対
す
る
無
償
の
医

療
（
第
七
二
条
）、
子
ど
も
及
び
女
性

に
対
す
る
最
大
限
の
配
慮
（
第
七
三

条
）、
傷
痍
軍
人
に
対
す
る
援
護
（
第

七
四
条
）
を
規
定
し
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
憲
法
の
規
定
に
即
し

て
、
障
害
者
関
係
法
令
は
、
主
に
軍
人

を
対
象
と
す
る
障
害
年
金
制
度
の
整

備
、
障
害
者
関
係
機
関
の
設
置
、
障
害

の
予
防
措
置
、
障
害
者
に
対
す
る
不
利

益
な
取
扱
い
の
禁
止
、
障
害
に
関
す
る

啓
発
と
い
っ
た
領
域
に
お
い
て
整
備
さ

れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
障
害
の
予
防
の

領
域
に
お
い
て
は
、
対
人
地
雷
禁
止
法

（
一
九
九
九
年
）
を
公
布
、
施
行
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
障
害
に
関
す
る
啓
発

を
目
的
と
し
て
、「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

の
日
」
省
庁
間
組
織
委
員
会
の
設
置
に

関
す
る
大
臣
会
議
令
（
一
九
九
五
、
一

九
九
九
年
）、
国
家
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
大
臣
会
議
令

（
一
九
九
七
年
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
障
害
者
に
対
す
る
雇
用
上

の
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
を
め
ぐ
っ

て
は
、
一
九
九
七
年
に
公
布
、
施
行
さ

れ
た
労
働
法
に
は
、
障
害
者
に
対
す
る

雇
用
上
の
差
別
禁
止
に
関
し
て
何
ら
の

規
定
も
お
か
れ
て
お
ら
ず
、
法
改
正
の

め
ど
も
た
っ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
障
害
者
関
係
法

制
、
障
害
予
防
法
制
は
ポ
ス
ト
紛
争
国

家
と
し
て
地
雷
・
不
発
弾
被
害
へ
の
対

処
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
国
軍
兵
士
に
対
す
る
傷
痍
軍

人
年
金
お
よ
び
国
家
公
務
員
に
対
す
る

障
害
年
金
の
受
給
資
格
は
長
期
に
わ
た

る
勤
続
を
条
件
と
し
て
お
り
、
自
動
的

に
和
平
協
定
以
前
に
反
政
府
諸
派
の
武

装
勢
力
に
加
わ
っ
て
い
た
人
々
を
排
除

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今

後
は
年
金
制
度
の
公
平
な
実
施
の
拡
大

と
と
も
に
、
増
加
傾
向
に
あ
る
交
通
事

故
や
疾
病
の
後
遺
症
に
起
因
す
る
障
害

に
も
配
慮
し
た
立
法
政
策
に
転
換
し
、

そ
の
着
実
な
実
施
を
図
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

●
障
害
者
の
権
利
法

　
障
害
者
の
権
利
法
の
起
草
作
業
は
、

欧
米
の
障
害
者
支
援
団
体
の
協
力
を
得

て
一
九
九
六
年
に
着
手
さ
れ
た
が
、
最

終
案
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
公
布
、
施

行
さ
れ
た
の
は
、二
〇
〇
九
年
で
あ
る
。

　
障
害
者
の
権
利
法
は
、
前
文
お
よ
び

一
四
章
六
〇
カ
条
か
ら
な
り
、
冒
頭
に

お
い
て
同
法
の
目
的
が
「
カ
ン
ボ
ジ
ア

に
お
け
る
障
害
者
の
権
利
の
保
障
と
伸

張
」（
第
一
条
）
で
あ
る
と
明
記
し
、

さ
ら
に
障
害
者
の
権
利
と
自
由
の
保

障
、
障
害
者
の
利
益
の
保
護
、
障
害
者

に
対
す
る
差
別
の
予
防
・
軽
減
・
撲
滅
、

身
体
的
、
精
神
的
な
専
門
的
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
障
害
者
の
完
全

か
つ
平
等
な
社
会
参
加
を
確
保
す
る
こ

と
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

政
府
は
関
係
省
庁
、障
害
当
事
者
団
体
、

雇
用
者
ほ
か
民
間
団
体
の
代
表
か
ら
な

る
障
害
者
活
動
評
議
会
を
設
置
し
て
障

害
者
政
策
の
総
合
調
整
に
あ
た
ら
せ

（
第
二
章
）、
さ
ら
に
政
府
と
し
て
障
害

者
に
配
慮
し
た
政
策
の
策
定
（
第
三

章
）、治
療
と
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
提
供（
第
四
章
）し
、
税
制
上
の
優

遇
措
置
を
講
じ
る（
第
八
章
）。
障
害
者

の
自
立
と
社
会
参
加
に
と
っ
て
重
要
な

移
動
、
教
育
、
雇
用
に
関
し
て
は
、
第

五
章「
公
共
施
設
の
ア
ク
セ
ス
」に
お
い

て
、
公
共
施
設
へ
の
ス
ロ
ー
プ
、
手
す

り
、
障
害
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
等
の
設

置
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
同
法
施
行

前
に
建
設
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、

経
過
措
置
と
し
て
改
装
ま
で
に
五
年
間

の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、

第
六
章
「
教
育
」
に
お
い
て
国
立
学
校
、

私
立
学
校
を
問
わ
ず
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ

教
育
と
障
害
児
学
級
の
設
置
を
併
行
し

て
推
進
し
、
手
話
、
点
字
、
教
材
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
を
す
す
め
る
こ
と

を
謳
い
、
私
立
学
校
に
対
し
て
も
障
害

者
に
よ
る
学
費
負
担
の
軽
減
を
求
め

る
。
ま
た
、雇
用
に
関
し
て
第
七
章
は
、

障
害
の
有
無
に
よ
る
差
別
を
禁
じ
て
職

務
遂
行
能
力
に
応
じ
た
労
働
の
権
利
を

保
障
し
、
民
間
の
事
業
者
お
よ
び
国
家

機
関
に
対
し
て
「
一
定
の
比
率
」
で
の

障
害
者
の
雇
用
を
求
め
て
い
る
。

　
障
害
者
の
権
利
法
の
内
容
は
、
障
害
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者
の
権
利
条
約
に
則
し
て
非
差
別
、
生

活
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
、
教
育
、
雇

用
な
ど
障
害
者
の
日
常
生
活
に
密
接
に

か
か
わ
る
規
定
が
多
数
お
か
れ
た
。
ま

た
、法
律
の
制
定
を
受
け
て
国
土
管
理
・

都
市
化
・
建
設
省
建
設
局
長
は
、
公
共

施
設
の
バ
リ
ア
・
フ
リ
ー
化
の
促
進
に

向
け
て
建
設
業
界
を
積
極
的
に
指
導
す

る
方
針
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
反
面

で
、
障
害
者
の
権
利
法
に
は
、
司
法
へ

の
ア
ク
セ
ス
、
表
現
の
自
由
・
情
報
へ

の
ア
ク
セ
ス
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重

な
ど
障
害
者
自
身
に
よ
る
権
利
の
主
張

と
外
的
干
渉
か
ら
の
保
護
に
深
く
か
か

わ
る
諸
権
利
の
保
障
が
欠
け
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
〇
条
に
定
め
る
障
害
者
と

し
て
の
認
定
手
続
が
医
師
の
診
断
を
要

す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
医
療
シ

ス
テ
ム
の
現
状
に
照
ら
し
て
全
土
に
お

け
る
実
現
可
能
性
は
低
く
、
多
く
の
、

と
り
わ
け
地
方
の
農
村
に
暮
ら
す
障
害

者
が
施
策
の
網
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し

ま
う
危
険
性
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
個

別
具
体
的
な
権
利
侵
害
事
件
が
生
じ
た

際
の
脆
弱
な
司
法
機
関
に
代
替
す
る
前

審
争
訟
的
で
比
較
的
簡
便
な
救
済
申
立

て
手
段
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
律

の
実
施
措
置
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

●
今
後
の
課
題

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
限
ら
れ
た
統
計
情

報
か
ら
見
る
限
り
で
も
障
害
者
を
取
り

巻
く
環
境
は
厳
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
一
方
で
、
国
内
的
に
は
紛

争
の
終
結
か
ら
二
〇
年
近
く
を
経
た
今

日
な
お
、
政
府
の
機
能
は
財
政
的
、
人

的
資
源
の
不
足
か
ら
脆
弱
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
事
実
上
補
完
し
、
ま
た
重
要
な

役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
国
内
の
障
害

当
事
者
団
体
、
障
害
者
支
援
団
体
も
強

固
な
人
的
・
財
政
的
基
盤
を
確
保
し
て

い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
他
方
で
、
国

際
的
に
は
障
害
者
の
権
利
保
障
を
め
ぐ

る
課
題
は
、
障
害
者
の
権
利
条
約
が
成

立
す
る
な
ど
の
着
実
な
前
進
を
み
せ
て

お
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
も
い
ち
早
く
そ
の

潮
流
に
乗
る
べ
く
障
害
者
の
権
利
条
約

に
署
名
し
、
障
害
児
教
育
に
つ
い
て
の

政
策
文
書
を
発
表
す
る
な
ど
、
国
際
的

動
向
を
意
識
し
た
国
内
政
策
の
輪
郭
が

あ
ら
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
現
状
を
ふ
ま
え
て
、

今
後
の
課
題
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
第

一
に
、
障
害
者
の
権
利
法
に
つ
い
て
い

え
ば
、
今
後
の
運
用
の
結
果
、
ど
の
よ

う
な
改
正
が
加
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
、

法
律
の
実
施
を
担
保
す
る
た
め
に
整
備

さ
れ
る
大
臣
会
議
令
や
関
係
機
関
の
省

令
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
か
、
と

い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
二
に
、
立
法
に
先
行
し
て
決
定

さ
れ
た
「
国
家
行
動
計
画
」
が
今
後
、

法
律
の
規
定
に
沿
う
か
た
ち
で
ど
の
よ

う
に
実
施
、
制
度
化
さ
れ
る
か
、
と
い

う
課
題
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
政
策
の
立

案
・
実
施
・
評
価
の
過
程
に
対
し
て
障

害
当
事
者
の
参
加
を
い
か
に
保
障
す
る

の
か
、
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　
第
三
に
は
、
教
育
や
雇
用
に
お
い
て

現
実
に
発
生
す
る
個
別
具
体
的
な
紛
争

を
い
か
に
解
決
す
る
か
、
と
い
う
問
題

を
制
度
構
築
の
視
点
か
ら
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
よ
つ
も
と
　
け
ん
じ
／
神
戸
大
学
大
学

院
国
際
協
力
研
究
科
教
授
）
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プノンペン市内では障害者全国評議会によって歩道の段差をスロープに付け替える
バリアフリー化工事がすすめられている。（プノンペン市内で筆者撮影）


